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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３１年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年７月２５日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 北海道厚岸
あっけし

町厚岸港内   

厚岸港南防波堤灯台から真方位１７６°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°２.１′ 東経１４４°４９. ８′） 

事故の概要 漁船第二十八誠
せい

要
よう

丸は、北北西進中、また、漁船祐
ゆう

祥
しょう

丸は、南進

中、両船が衝突した。 

第二十八誠要丸は、船首部外板の擦過傷等を生じ、祐祥丸は、左舷

船首部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年７月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第二十八誠要丸、１.７トン 

ＨＫ３－１２０７８８（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.９６ｍ（Lr）×２.２９ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）２基、１６０kＷ（合計）（動力漁船登

録票による）、平成１３年３月 

Ｂ 漁船 祐祥丸、１.５トン 

ＨＫ３－１１２１１５、個人所有 

６.７７ｍ（Lr）×２.４７ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）２基、１１０kＷ（合計）（動力漁船登

録票による）、平成５年１１月 

第２００－３８６１７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  昭和５０年１１月２１日 

免許証交付日 平成２６年１０月２１日 

       （平成３２年７月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  昭和５８年２月２５日 
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免許証交付日 平成２８年１０月１８日 

       （平成３４年８月１８日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷、船底滑り材の脱落 

Ｂ 左舷船首部外板に破口、操舵スタンドが倒壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、こんぶ漁の操業を終え、

平成３０年７月２５日０７時１０分ごろ厚岸港南東方の漁場を発進し

た。 

船長Ａは操舵スタンドの後方に立って操船し、甲板員Ａは船首部の

右舷側で前方を向いて座っていた。 

Ａ船は、厚岸港の南防波堤（沖側）（以下「南防波堤」という。）南

端と同港の南護岸から北西方に延びる南防波堤（陸側）（以下「南護

岸防波堤」という。）北西端との間の入口（以下「本件防波堤入口」

という。）に向けて約１８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で航行し、船長Ａは、本件防波堤入口の南東方約６００ｍのバ

ラサン埼付近で速力を約１２kn に減速した。 

船長Ａは、本件防波堤入口の南方約３００ｍに存在する浅瀬の東側

を航行した後、船首方向を見て本件防波堤入口を出航する他船がいな

いと判断し、そのままの速力で航行した。 

船長Ａは、本件防波堤入口付近で、船首方約３０ｍにＢ船を認め、

慌てて機関を中立としたが、０７時３０分ごろＡ船の船首部とＢ船の

左舷船首部とが衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船の左舷船首部に衝突後、船体がＢ船の左舷ブルワーク

上を船尾側に滑り、Ｂ船の操舵スタンドを倒した。 

船長Ａは、所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡し、Ｂ船を

えい
．．

航した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、かき養殖施設の養殖ロー

プの付け替え作業の目的で、０７時２３分ごろ厚岸港若竹町の船揚場

を発進した。 

船長Ｂは操舵スタンドの後方に立って操船し、甲板員Ｂは船首部の

中央で後方を向いて座っていた。 

船長Ｂは、約１８kn の速力で南西進中、南防波堤に沿って本件防

波堤入口に向かう目的で、本件防波堤入口の北方約１５０ｍ付近で速

力を約１２kn に減速して左転し、南防波堤との距離を約１０ｍとし

て本件防波堤入口に向けた際、左舷船首方に本件防波堤入口に向けて

航行中のＡ船を認めた。 

船長Ｂは、Ａ船が、本件防波堤入口の外で停船するか、減速して南

護岸防波堤に寄せると思い、そのままの速力で南進中、Ａ船が左舷船
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首方約３０ｍとなったので危険を感じ、機関を中立運転としたが、両

船が衝突した。 

船長Ｂは、衝突時に倒壊した操舵スタンドに右足を挟まれ、右太も

もに打撲傷を負った。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて発進場所に戻り、船長Ｂは、船長Ａが

手配した救急車で病院に搬送された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 厚岸港は港則法適用港であり、同法には次のとおり定められてい

る。 

第１５条 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会

う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進

路を避けなければならない。 

第１６条 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に

危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 

第１７条 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作

物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこ

れに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざか

つて航行しなければならない。 

海図Ｗ３６（厚岸港）によれば、本件防波堤入口の可航幅は約５０

ｍである。 

船長Ａは、こんぶ漁の時期は本件防波堤入口で他船と行き会ったこ

とがほとんどなく、それ以外の時期に本件防波堤入口で他船と行き会

った際は、十分減速していた。 

船長Ａは、本事故当時、前方の見張りを行っていたつもりであった

が、この時間帯に出航する船はいないとの先入観から、適切な見張り

が行われず、衝突直前までＢ船の存在に気付かなかったのではないか

と本事故後に思った。 

船長Ｂは、ふだん、入航中に本件防波堤入口付近で出航中の他船と

行き会う状況になりそうな場合は、本件防波堤入口の外で待機してお

り、また、出航中に本件防波堤入口付近で入航中の他船と行き会う状

況になりそうな場合は、入航中の他船が本件防波堤入口の外で待機し

てくれていたので、本件防波堤入口付近で他船と行き会った経験がな

かった。 

船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船が南防波堤に寄っていたので、Ａ船

が、停船するか、減速して南護岸防波堤に寄れば問題なく行き会える

と思った。 

船長Ｂは、本事故当時、右にも左にも避けられず、また、Ａ船の後

方にこんぶ
．．．

漁船２隻がいたので、邪魔にならないように先に本件防波

堤入口を通過しようと考え、減速しなかった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、本件防波堤入口付近を北北西進中、船長Ａが、出航する他

船がいないと思い、見張りを適切に行わず、針路及び速力を保持した

まま航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、本件防波堤入口付近を南進中、船長Ｂが、Ａ船が、本件防

波堤入口の外で停船するか、減速して南護岸防波堤に寄せると思い、

速力を保持したまま航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因 本事故は、本件防波堤入口において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が南

進中、船長Ａが、出航する他船がいないと思い、見張りを適切に行わ

ず、針路及び速力を保持したまま航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船

が、本件防波堤入口の外で停船するか、減速して南護岸防波堤に寄せ

ると思い、速力を保持したまま航行を続けたため、両船が衝突したも

のと考えられる。 

再発防止策 Ａ船及びＢ船が所属する漁業協同組合は、本事故後、南防波堤南端

と南護岸防波堤北西端右側に「危険！！減速航行」と記された看板を

設置した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、入出航時に本件防波堤入口を通航しないこと

とした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・防波堤の入口付近では十分に減速し、見張りを適切に行うこと。 

・防波堤の入口付近で他船と行き会った場合は、互いに右側に寄っ

て航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年７月２５日 

 ０７時３０分ごろ発生） 
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